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８
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申込時の必要事項 ①応募内容②〒住所③氏名（フリガナ）④☎・FAX ※往復はがきの場合は返信先も記入

仙台市政だより　令和２年（2020年） ８月号 仙台市政だより　令和２年（2020年） ８月号

お知らせの見方は9ページ参照。ファクス番号が未掲載の場合は、広報課FAX211・1921へお問い合わせください

仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
事
業 

の
お
知
ら
せ

入
会
説
明
会

　
子
ど
も
を
預
け
た
い
方
（
利
用
時

間
に
応
じ
た
費
用
が
か
か
り
ま
す
）

と
、
預
か
る
こ
と
が
で
き
る
方
が
対

象
の
説
明
会
で
す
。

◦
日
時‖

９
月
３
日
㈭
午
後
６
時
～

７
時
15
分　
◦
会
場‖

市
役
所
上
杉

分
庁
舎
２
階　
◦
託
児
有
り
（
１
歳

～
３
歳
６
カ
月
。
要
申
し
込
み
）　

申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
（
参
加
者

の
氏
名
と
電
話
番
号
、
託
児
希
望
の

方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年
齢
も
記

入
）
で

協
力
会
員
募
集

　
子
ど
も
を
預
か
る
子
育
て
支
援
活

動
に
参
加
す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
健
康

な
20
歳
以
上
の
方
で
、
入
会
説
明
会
、

面
接
お
よ
び
講
習
会
を
受
講
で
き
る

方
。
資
格
は
不
要
で
す　
◦
活
動
内

容‖

保
育
施
設
へ
の
送
迎
や
そ
の
前

後
の
預
か
り
等　
◦
報
酬
有
り　
◦

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
い
ず
れ
も
申
・
問
仙
台
す
く
す
く

サ
ポ
ー
ト
事
業
事
務
局
☎
214
・
５
０

０
１
、
℻
214
・
8
6
1
0

敬
老
祝
金
を
お
贈
り
し
ま
す　

　
本
年
度
中
に
88
歳
・
100
歳
に
達
す

る
方
で
、
令
和
元
年
９
月
16
日
か
ら

令
和
２
年
９
月
15
日
ま
で
、
引
き
続

き
市
に
住
民
登
録
し
、
居
住
し
て
い

る
方
が
対
象
で
す
。
対
象
と
な
る
方

に
は
案
内
の
通
知
を
７
月
末
ご
ろ
に

お
送
り
し
ま
す
の
で
、
同
封
の
振
込

依
頼
書
に
振
込
先
の
口
座
番
号
等
を

記
入
し
、
８
月
29
日
ま
で
に
返
信
用

封
筒
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
88
歳
の
方
（
昭
和
７
年
４
月
２
日

～
昭
和
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）
に

は
１
万
円　
◦
100
歳
の
方
（
大
正
９

年
４
月
２
日
～
大
正
10
年
４
月
１
日

生
ま
れ
）
に
は
５
万
円　
問
敬
老
祝

金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
722
・
９
７
８
２

（
平
日
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

ロ
タ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
が
定

期
予
防
接
種
に
な
り
ま
す

　
10
月
１
日
以
降
接
種
分
か
ら
、
ロ

タ
ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
が
定
期
予
防

接
種
（
無
料
）
と
な
り
ま
す
。

◦
対
象‖

市
内
に
住
民
票
が
あ
り
令

和
２
年
８
月
１
日
以
降
に
出
生
し
た

乳
児　
◦
接
種
時
期‖

接
種
回
数
が

２
回
の
場
合
は
生
後
24
週
ま
で
、
３

回
の
場
合
は
生
後
32
週
ま
で
に
。
い

ず
れ
も
初
回
接
種
は
生
後
６
週
か
ら

生
後
14
週
６
日
ま
で
（
ワ
ク
チ
ン
の

種
類
に
よ
っ
て
接
種
回
数
が
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
）　
◦
２
回
目
以
降
の
接
種

は
27
日
以
上
の
間
隔
を
空
け
て
受
け

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
限
度
額
適
用
認
定

証
を
交
付
し
て
い
ま
す

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
場
合
に
、
病
院
な
ど
の
窓
口
で
支

払
う
医
療
費
の
額
が
自
己
負
担
限
度

前
立
腺
が
ん
検
診
の
申
し
込
み

締
め
切
り
等
が
変
更
に
な
り
ま

す　

 

　
市
が
実
施
す
る
前
立
腺
が
ん
検
診

の
申
し
込
み
締
め
切
り
が
10
月
30
日

（
必
着
）
に
、
受
診
期
間
が
９
月
１

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を

更
新
の
際
、
診
断
書
の
提
出
を

最
大
１
年
間
猶
予
し
ま
す

◦
対
象‖

有
効
期
限
が
令
和
２
年
３

月
１
日
～
令
和
３
年
２
月
28
日
ま
で

の
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お

持
ち
で
、
更
新
時
に
診
断
書
の
提
出

が
必
要
で
あ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
診
断
書
の
入

手
が
困
難
な
方　
◦
猶
予
期
間
中
に

自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精

神
通
院
）
の
有
効
期
限
が
１
年

延
長
さ
れ
ま
す

◦
対
象‖

有
効
期
限
が
令
和
２
年
３

月
１
日
～
令
和
３
年
２
月
28
日
ま
で

の
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証
（
精
神

通
院
）
を
お
持
ち
の
方　
◦
受
給
者

証
の
有
効
期
限
を
１
年
延
長
に
読
み

魚
介
類
に
よ
る
腸
炎
ビ
ブ
リ
オ

食
中
毒
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
夏
は
食
中
毒
菌
が
増
殖
し
や
す
く
、

食
中
毒
が
増
加
す
る
傾
向
が
あ
り
ま

す
。
特
に
魚
介
類
の
取
り
扱
い
に
は

十
分
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。　

◦
冷
蔵
保
存
す
る　
◦
水
道
水
で
よ

く
洗
う　
◦
調
理
後
は
速
や
か
に
食

べ
る　
問
区
役
所
衛
生
課
（
☎
は
９

ペ
ー
ジ
）

診
断
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す　
申
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
障

害
高
齢
課
で
配
布
す
る
申
請
書
（
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可
）
と
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
を
持
参
し
て
、
お
住
ま
い
の
区
の

区
役
所
へ　
問
区
役
所
・
宮
城
総
合

支
所
障
害
高
齢
課
（
☎
は
９
ペ
ー

ジ
）、
精
神
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ

ー
☎
265
・
２
１
９
２

替
え
て
引
き
続
き
利
用
で
き
ま
す　

◦
す
で
に
更
新
申
請
を
さ
れ
た
方
に

は
、
新
し
い
受
給
者
証
を
発
行
し
ま

す　
◦
住
所
、
氏
名
、
保
険
証
、
所

得
区
分
、
医
療
機
関
の
変
更
が
あ
る

場
合
は
変
更
の
手
続
き
が
必
要
で
す

◦
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い　
問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支

所
障
害
高
齢
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）、

精
神
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
☎

265
・
２
１
９
２

国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
診
が

９
月
か
ら
始
ま
り
ま
す

◦
受
診
期
間‖

９
月
１
日
㈫
～
12
月

28
日
㈪
、
令
和
３
年
１
月
４
日
㈪
～

30
日
㈯　
◦
対
象‖

国
民
健
康
保
険

に
加
入
し
て
い
る
40
歳
～
74
歳
（
令

和
３
年
３
月
31
日
現
在
）
の
方　
◦

対
象
と
な
る
方
に
は
８
月
下
旬
に
受

診
券
を
送
付
し
ま
す
。
申
し
込
み
は

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
同
封
の
登
録
医

療
機
関
名
簿
に
よ
り
、
受
診
し
て
く

だ
さ
い　
◦
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
方
や
35
歳
～
39
歳

（
令
和
３
年
３
月
31
日
現
在
）
の
方

は
、
７
月
か
ら
実
施
し
て
い
る
基
礎

健
診
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
申
し
込
み

方
法
等
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い　
問
区
役
所
家
庭
健
康
課
、

総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ

ー
ジ
）

日
か
ら
12
月
28
日
ま
で
に
変
更
に
な

り
ま
す
。
申
し
込
み
案
内
は
、
お
住

ま
い
の
区
の
区
役
所
、
総
合
支
所
、

市
民
セ
ン
タ
ー
等
で
配
布
し
て
い
ま

す
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
申
し

込
め
ま
す
。　

申
区
役
所
家
庭
健
康
課
、
総
合
支
所

保
健
福
祉
課
（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

て
く
だ
さ
い　
◦
接
種
場
所‖

ロ
タ

ウ
イ
ル
ス
予
防
接
種
登
録
医
療
機
関

（
９
月
中
旬
に
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
）　
◦
持
ち
物‖

母
子
健
康
手

帳
・
予
診
票
（
対
象
者
に
郵
送
）・

健
康
保
険
証
等　
問
区
役
所
家
庭
健

康
課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
（
☎

は
９
ペ
ー
ジ
）

額
ま
で
と
な
る
限
度
額
適
用
認
定
証

（
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

食
事
代
等
の
減
額
を
兼
ね
る
認
定

証
）
を
申
請
に
よ
り
交
付
し
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
す

る
70
歳
～
74
歳
の
方
や
、
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
方
は
、
所

得
区
分
等
に
よ
り
、
限
度
額
適
用
認

定
証
が
不
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

申
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
９
ペ
ー
ジ
）

基本計画中間案説明会を開催します

地区 日時 会場 定員

①

宮城総合支所 9/5㈯
14:30～16:00

広瀬文化センター
ホール

100人
〔先着〕

秋保総合支所 9/6㈰
10:00～11:30

秋保市民センター
ホール

60人
〔先着〕

宮城野区 9/6㈰
15:00～16:30

宮城野区文化センター
パトナシアター

各
100人

〔先着〕

②

太白区 9/13㈰
10:00～11:30 太白区役所５階ホール

泉区 9/13㈰
15:00～16:30

泉区役所東庁舎５階
大会議室

③

青葉区 9/21㈷
10:00～11:30

市役所本庁舎８階
ホール

若林区 9/22㈷
14:00～15:30

SENDAI G
ギ グ ス
IGS（若林区

荒井東1-4-1）

　市では、新総合計画の策定に向け、総合計画審議会で
議論を進めています。新総合計画のうち、新たなまちづ
くりの指針となる基本計画の中間案の内容を説明し、ご
意見をお伺いするため、説明会を開催します。お近くの
会場へ直接お越しください。

申・問政策企画課☎214･1268、FAX268･4311、Eメー
ルmac001620_01@city.sendai.jp

●託児有り（小学３年生以下）。①８月28日②９月４日
③９月11日までに電話またはファクス、Eメール（催し名、
参加日時、子どもの氏名・年齢、連絡先を記入）で要申
し込み

新型コロナウイルス感染症の影響により
接種時期を過ぎた定期予防接種を
定期接種として取り扱います

　新型コロナウイルス感染症の影響により、決められた
接種時期に定期予防接種を受けることができなかった方
について、やむを得ず決められた接種時期を過ぎて接種
する場合であっても、当面の間、特例として定期予防接
種として取り扱い、接種費用の助成などを行います。

●対象者‖市内に住民票があるまたは原発避難者特例法
の対象となる福島県内13市町村から避難している方で、
２月29日以降に定期予防接種の接種期限を迎え、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により接種期限までに接種で
きなかった方
●対象となる予防接種‖ヒブ、小児の肺炎球菌、B型肝
炎、四種混合、BCG、麻しん・風しん、水

すい
痘
とう

、日本脳炎、
二種混合、高齢者用肺炎球菌等の定期予防接種
●手続き‖申請書（区役所家庭健康課、総合支所保健福
祉課で配布。市ホームページからもダウンロード可）に
必要事項を記入の上、登録医療機関で予防接種を行う際
に提出
※任意接種により接種済みの方にも、予防接種に要した
費用のうち、助成額相当分を返金します。詳しくはお問
い合わせください

問健康安全課☎214･8029

市バス・地下鉄に「計画運休」を
導入します

　昨年10月の令和元年東日本台風の際、地下鉄駅構
内への浸水など、運行の支障となる被害が発生しまし
た。そのため、台風などの自然災害が発生した際、利
用者や職員の安全を確保するとともに、バスや地下鉄
の車両等への被害を最小限に抑え、早期の運行再開が
できるようにするため、事前に運行休止を決定する

「計画運休」を導入します。

台風最接近
時刻 8:01～20:00 20:01～

翌日2:00
2:01～
8:00

おおむね
48時間前 計画運休の可能性について判断、お知らせ

おおむね
24時間前 計画運休の可否について決定、お知らせ

計画運休実施
※始発の駅・バス停を、当該時刻以降に出発する便から運休

地下鉄 始発から
全線で運休

13:00から
全線で運休

19:00から
全線で運休

バス 始発から
全線で運休

14:00から
全線で運休

20:00から
全線で運休

台風最接近

運行再開予定の
２時間前 運行再開の予定をお知らせ

台風最接近から
８～11時間後

（予定）
運行再開

問市バスについては交通局業務課☎712･8318、
地下鉄については交通局営業課☎712･8329

■計画運休の概要（台風の場合）
●台風の最接近予想時刻のおおむね48時間前に実施
の可能性を判断し、お知らせします
●台風の最接近予想時刻のおおむね24時間前に実施
の可否を決定しその結果をお知らせします
●計画運休の実施時刻は、最接近予想時刻に合わせ
３区分とします
●運行再開は、最接近時刻のおおむね８～11時間後に、
車両や施設、職員の確保に支障がないことが確認でき
た段階で行います
●運転再開時刻のお知らせは、運転再開時刻の２時間
前に行います
●計画運休の概要は交通局ホームページや交通局ツイ
ッターなどでお知らせします

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生やま
ん延を予防するため非常に重要です。感染しやすい年
齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めて実施して
いるため、適切に接種するようお願いします


